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１ はじめに 

  平成 30年４月１日に明石市が中核市に移行したことに伴い、     

明石市内における「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以  

下「法」という。）の許可等に関する事務が、兵庫県知事から 

明石市長へ移譲されました。 

 

２ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書について 

法第１２条の３第７項に基づき、前年度に産業廃棄物管理票（以下「マニフェス 

ト」という。）を交付した事業者は、前年度の紙マニフェストの交付状況について

産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成し、毎年６月 30 日までに知事・政令市

長へ提出しなければなりません。 

 

(１) 報告対象者について 

明石市内の事業場で、前年度(前年の４月１日～その年の３月 31 日までの１

年間)に紙マニフェストを交付した者です。交付枚数や排出量にかかわらず報告

の義務があります。二次マニフェストを交付した中間処理業者(最終処分等の処

分委託をする場合)を含みます。明石市内の排出事業場については、明石市長宛

に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 一次マニフェストと二次マニフェストの流れ 

 

 

表１ 報告義務者と報告内容 

 

 

 

 

 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告義務者 報告内容 

排出事業者Ａ 一次マニフェスト区間 

中間処理業者Ｃ 二次マニフェスト区間 

排出事業者Ａ 中間処理業者Ｃ 最終処分業者Ｅ 

収集運搬業者Ｂ 収集運搬業者Ｄ 

一次マニフェスト区間 
二次マニフェスト区間 
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(２) 報告対象外について 

マニフェストの交付をしていないものは報告をする必要がありません。以下 

ア～オについては対象外となります。 

ア  事業系一般廃棄物であり、産業廃棄物に該当しないもの 

イ 専ら物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを再生目的で扱う業者に 

  処理を委託した場合 

ウ 市町があわせ産廃として処分した場合 

(ただし、運搬を許可業者に委託した場合は報告が必要) 

エ 再生利用認定を受けた処理業者に委託した場合(法 15 条の４の２第 1項) 

オ 広域認定を受けた処理業者に委託した場合(法 15 条の４の３第１項) 

 

(３) 電子マニフェストに加入している場合について 

電子マニフェストを使用した場合は、産業廃棄物管理票交付等状況報告の必 

   要はありません。情報処理センターが集計して都道府県・政令市に報告するた 

め、事業者が自ら報告する必要はありません。ただし、電子マニフェストに加 

入していても、紙マニフェストを利用した場合は産業廃棄物管理票交付等状況 

報告の必要があります。 

 

(４) 提出義務を怠った場合について 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務を怠った場合は都道府県知事 

又は政令市長から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり、 勧告に従わ

ない場合はその旨が公表されることがあります。 公表後に改善が見られない場

合必要な措置を講ずるよう命ぜられ、 この命令に違反した場合は 1年以下の懲

役又は 100 万円以下の罰金に処せられます。 

 

３ 記入要領及び記入の際の注意事項 

(１) 注意事項について 

ア 産業廃棄物を排出する事業場ごとに取りまとめてください。 

(設置が短時間又は所在地が一定しない事業場(工事現場)が明石市内に２ 

箇所以上ある場合は複数の事業場を１事業場とする。) 

イ 産業廃棄物の種類ごと、委託先ごとに 1年分を集計してください。 

ウ １枚のマニフェストに複数の種類がチェックされている場合は、混合廃棄 

物とし、種類の内訳が分かるように()内に記入してください。 

エ 産業廃棄物の種類、運搬受託者、処分受託者が同じの場合は、排出量と管 

理票の交付枚数を集計してください。 

オ 運搬受託者の許可番号は収集運搬委託契約書で必ず確認をしてください。 

カ 処分受託者の許可番号は処分委託契約書で必ず確認をしてください。 
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(２) 記入要領(項目別) 

図２の産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入箇所の番号は、表２にあ

る記入項目名及び記入要領の各番号と一致しています。また、図３のマニフ

ェストを参照の上、記入してください。ただし、⑦(業種)⑩(管理票の交付枚

数)⑪(運搬受託者の許可番号)⑭(処分受託者の許可番号)はマニフェストの

項目ではありませんので、ご注意ください。 

図２ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入箇所(赤字記載) 

 

表２ 記入項目名及び記入要領 

番

号 

項目名 記入要領 

① 報告者住所 法人・・・商業登記の(本社)住所 

個人事業主・・・住民票記載の住所 

② 報告者氏名 法人・・・法人の名称及び代表者の氏名 

個人事業主・・・個人の氏名 

③ 報告者電話番号 報告者の電話番号 

※報告担当者の連絡先と異なる場合はその番号も記入 

④ 事業場の名称 排出した事業場の名称 

※建設工事の場合、工事名と工事を管轄する支社又は営

業所等の名称を併記(記入例２参照) 

⑤ 事業場の所在地 排出した明石市内の事業場 

※設置が短時間又は所在地が一定しない事業(工事現場)

が複数ある場合は「明石市管轄内事業場」と記入 

※建設工事の場合、工事を管轄する支社又は営業所等の

住所を併記(記入例２参照) 
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⑥ 事業場の電話番号 排出した明石市内の事業場の連絡先 

※設置が短時間又は所在地が一定しない事業(工事現場)

が複数ある場合は空欄 

※建設工事の場合、工事を管轄する支社又は営業所等の

連絡先を記入(記入例２参照) 

⑦ 業種 [別表１]日本標準産業分類一覧から業種を選択し、 コー

ドと名称(産業分類の詳細：総務省ホームページ ) 

※平成 25 年 10 月に日本標準産業分類が改訂 

⑧ 産業廃棄物の種類 [別表２]産業廃棄物分類表と交付したマニフェストを参

考に産業廃棄物ごと 

※[別表３]特別管理産業廃棄物についても記入 

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水

銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨をカッコ

書きで記入 

⑨ 排出量(ｔ) 種類及び委託先ごとの排出量の合計(単位トン) 

※排出量が容積( )でしか分からない場合は、[別表４]

の換算係数表をみて換算してください。 

⑩ 管理票の交付枚数 種類及び委託先ごとの交付枚数 

※紙マニフェストＡ票～Ｅ票まで 1 式を 1 枚と数え、Ａ

票の枚数を記入 

⑪ 運搬受託者 

(収集運搬業者)の

許可番号 

収集運搬業者の許可番号 11 桁 

※運搬の始点における許可番号を記入 

(許可番号は 028～、もしくは 127～) 

※自ら運搬する場合は記入不要 

⑫ 運搬受託者 

(収集運搬業者)の

氏名又は名称 

収集運搬業者の法人名、又は個人であれば氏名 

※自ら運搬する場合は「自己運搬」と記入 

⑬ 運搬先の住所 運搬先の住所 

※収集運搬業者の所在地ではなく廃棄物の運搬先であ  

る処分業者の処理施設の場所を記入     

※同一事業者が積み替えを行う場合にあっては、最終  

運搬先(処分業者の事業場)の住所を記入 

⑭ 処分受託者 

(処分業者)の許可

番号 

処分業者の許可番号 11 桁 

※自社の施設へ運搬のみを委託した場合は記入不要 

※自己処理した場合は記入不要 

※中間処分をしたのち最終処分をした場合は、中間処分

をした事業者を記入 
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⑮ 処分受託者 

(処分業者)の氏名

又は名称 

処分業者の法人名、又は個人であれば氏名 

※自分で処分した場合は「自己処理」と記入 

※中間処分をしたのち最終処分をした場合は、中間処分

をした事業者を記入 

⑯ 処分場所の住所 処分場所の住所 

※運搬先の住所と同じ場合は、記入不要 

 

 

図３ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入箇所に関するマニフェスト 

(赤字記載) 

 

 

(３) マニフェストの流れ 

交付した紙マニフェストは、収集運搬業者から処分業者へと回付され、各業

者から各処理が終了すると処理終了日等が記載された写しが送付されてきま 

す。排出事業者は、返送されたマニフェストの写しと手元のＡ票を照合して不

備等がないか確認する必要があります。(図４参照) 
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 Ａ票  と  Ｂ２票 、 Ｄ票 、 Ｅ票  を内容照合して確認し、

この１式を１枚と数え、Ａ票の枚数を報告してください。 

図４ マニフェスト(Ａ票～Ｅ票)の流れ 

 

４ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入例(例１～例４) 

以下、(例１)～(例４)の例題の記入例は P10 以降を参照してください。記入例(例

１)の注意事項と同じ部分は省略します。 

 

(例１) 工場等の場合(P10 参照) 

化学工業の事業を行っている（株）〇〇化学が、明石工場から報告年度内

に以下の通りマニフェストを交付し、委託処理する場合 

 

種類 排出量(t) 交付枚数 

廃油 50 25 

廃酸 10 ５ 

強酸(特別管理産業廃棄物) 20 14 

有害汚泥(特別管理産業廃棄物) 13 ６ 

 

・報告者住所；兵庫県明石市○○町〇丁目×× 

   ・事業場の所在地：兵庫県明石市○○町〇丁目×× 

 

 

 

排出事業者 収運業者 処分業者

Ａ～Ｅ票 Ｂ１～Ｅ票 Ｃ１～Ｅ票

Ａ票 Ｂ１票 Ｃ１票

Ｂ２票 Ｃ２票

Ｄ票

Ｅ票

（控え） （控え） （原本）

（交付） （回付）

（送付）
（送付）
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(例２) 建設業の場合(P11 参照) 

建設業の事業を行っている（株）△△建設が、□□ビル建設工事を行い、 

報告年度内に以下の通りマニフェストを交付し委託処理する場合 

(ただし、工事の管轄は（株）△△建設明石支社とする。) 

 

種類 排出量(t) 交付枚数 

建設系混合廃棄物(木くず、ガラスくず) 25 ８ 

がれき類 118 30 

がれき類 ２ １ 

がれき類(石綿含有産業廃棄物) １ １ 

・報告者の住所：兵庫県加古川市〇〇町〇×× 

・事業場(建設工事)の所在地：兵庫県明石市○○町×× 

・工事を管轄する支店住所：兵庫県明石市〇〇町〇丁目△△ 

・工事を管轄する支店連絡：078-〇〇〇-△△△△ 

 

(例３) 自ら運搬した場合(P12 参照) 

     製造業の事業を行っている（株）△△製造業の明石工場から報告年度内に

以下の通り産業廃棄物を自己運搬し、処分業者Ｄ((株)〇〇工業)にマニフェ

ストを交付し、処分を委託処理する場合 

 

種類 排出量(t) 交付枚数 

廃プラスチック類 0.001 1 

    ・報告者の住所：大阪府東大阪市×× 

    ・事業場の所在地：兵庫県明石市○○町×× 

 

 

 

 

 

 

 

自己運搬についてのマニフェスト交付はありませんが、処分を委託した場合 

はマニフェストを交付しているため、その状況を報告する必要があります。 

 

 

 

 

 

排出事業者Ａ 

(製造業者) 自己運搬 

処分業者Ｄ:(株）〇〇工業 

許可番号 

(1277～) 
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(例４) 区間を区切って２社以上の収集運搬業者に委託した場合 (P13 参照) 

運輸業の事業を行っている（株）△△運輸業の明石支店が、報告年度内に

以下の通り産業廃棄物を積替保管施設までは収集運搬業者Ｂ(▽▽商店 

(有))、積替保管施設から処分場までは収集運搬業者Ｃ((有)□□興業)に収集

運搬を委託し、処分業者Ｄ(株式会社〇〇産業)に処分を委託する場合 

 

種類 排出量(t) 交付枚数 

汚泥(有害) 20 10 

・報告者の住所：東京都○○×× 

・事業場の所在地：兵庫県明石市〇〇町×× 

・積替え保管の住所：兵庫県明石市△△町×× 

・処分場の住所：岡山県〇〇市△△町×× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出事業者Ａ 

(運輸業者) 

収集運搬業者Ｂ：▽▽商店(有) 
許可番号(1276～) 

収集運搬業者 C：(有)□□興業 

許可番号(0286～) 

積替保管場所 

処分業者Ｄ： 

（株）〇〇産業 

許可番号 

(0339～) 
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　明石市長　殿
報告者

　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　電話番号　　　０７８－○○○－△△△△

業　　種

電話番号

番
号

管理票の交付枚数
運搬受託者の

許可番号
運搬受託者の
氏名又は名称 運搬先の住所

処分受託者の
許可番号

処分受託者の
氏名又は名称 処分場所の住所

1 25 02804・・・・・・ （有）□□
兵庫県明石市△
△町10－1

1272・・・・・・・ ㈱○○産業

2 5 02814・・・・・・ （有）□□
兵庫県〇〇市△
△町××

0282・・・・・・・ ㈱○○産業

3 14 02854・・・・・・ （有）□□
兵庫県神戸市△
△町10－1

0697・・・・・・・ ㈱○○産業

4 6 02864・・・・・・ ▽▽商店（有）
兵庫県▽▽市×
×町5－2

0287・・・・・・・ ＊＊商店（有）

備考

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（2019年度）

　　2020年　6月　10日

　住　所　　　　　兵庫県明石市○○町○丁目××

　氏　名　　　　　株式会社　〇〇化学　代表取締役　明石　太郎

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき、2019 年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 　株式会社○○化学　明石工場 16　化学工業

事業場の所在地
〒○○○－○○○○
兵庫県明石市○○町〇丁目×× 　TEL　０７８－○○○-△△△△

産業廃棄物の種類 排出量（ｔ）

0300　廃油 50

0400　廃酸 10

7100　強酸 20

7426　汚泥(有害) 13

７　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

１　この報告書は、前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。

２　同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

３　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
４　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

５　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、
　各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

６　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例１ 工場等の場合(記入上の注意事項) 

[別表２][別表３]から選択して

番号と種類名を記入してくだ

さい。 

提出する日を記入してください。 

[別表１]から選択して

業種を記入してくだ

さい。 
廃棄物の運搬先の住所を記入してください。

（運搬業者の所在地ではありません。） 

委託契約書及び、それに添付する

許可証の写しを確認して記入し

てください。 

運搬先の住所と同じ場合は 

記入不要です。 

2020 年に提出する報告書

は「2019 年度」と記載し

てください。 

単位は「t」で記入してください。 

換算が必要な場合は[別表４]を参

考にしてください。 
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　明石市長　殿
報告者

　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　電話番号　　　079－○○○－△△△△

業　　種

電話番号

番
号

管理票の交付枚数
運搬受託者の

許可番号
運搬受託者の
氏名又は名称 運搬先の住所

処分受託者の
許可番号

処分受託者の
氏名又は名称 処分場所の住所

1 8 0280・・・・・・・ （有）□□
兵庫県明石市△
△町××

1277・・・・・・・ ㈱○○産業

2 30 0281・・・・・・・ （有）□□
兵庫県〇〇市△
△町××

0287・・・・・・・ ㈱○○産業

3 1 028１・・・・・・・ （有）□□
兵庫県神戸市△
△町××

0697・・・・・・・ （株）○○エコ

4 1 0280・・・・・・・ ▽▽商店（有）
兵庫県▽▽市△
△町××

028７・・・・・・・ 環境○○（株）

備考

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（2019年度）

　　2020年　6月　10日

　住　所　　　　　兵庫県加古川市〇〇町〇××

　氏　名　　　　　株式会社　△△建設　代表取締役　兵庫　太郎

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき、2019 年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 　□□ビル建設現場　(株式会社　△△建設明石支社) 06　総合工事業

事業場の所在地
〒○○○－○○○○
兵庫県明石市○○町××　(兵庫県明石市○○町〇丁目△△)

　TEL　０７８－○○○-△△△△

産業廃棄物の種類 排出量（ｔ）

2020建設系混合廃
棄物(木くず、ガラス
くず)

25

1500　がれき類 118

1500　がれき類 2

2440がれき類(石綿
含有産業廃棄物)

1

７　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

１　この報告書は、前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。

２　同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

３　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
４　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

５　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、
　各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

６　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例２ 建設業の場合 

建設工事の場合、工事を管轄する支社又は営業所等

の名称、住所を併記し、連絡先を記入してください。 

混合廃棄物の場合は、 

種類の内訳がわかるよう記入してください。 



 
12 

　明石市長　殿
報告者

　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　電話番号　　　06－○○○－△△△△

業　　種

電話番号

番
号

管理票の交付枚数
運搬受託者の

許可番号
運搬受託者の
氏名又は名称 運搬先の住所

処分受託者の
許可番号

処分受託者の
氏名又は名称 処分場所の住所

1 1 自己運搬
兵庫県明石市△
△町××

1277・・・・・・・ ㈱○○工業

2

3

4

備考

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（2019年度）

　　2020年　6月　10日

　住　所　　　　　大阪府東大阪市××

　氏　名　　　　　株式会社　△△製造業　代表取締役　大阪　太郎

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき、2019 年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 　株式会社 △△製造業　明石工場 22　鉄鋼業

事業場の所在地
〒○○○－○○○○
兵庫県明石市○○町×× 　TEL　０７８－○○○-△△△△

産業廃棄物の種類 排出量（ｔ）

0600廃プラスチック
類

0.001

７　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

１　この報告書は、前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。

２　同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

３　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
４　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

５　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、
　各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

６　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例３ 自ら運搬した場合 

自ら運搬した場合は、 

「自己運搬」と記入してください。 
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　明石市長　殿
報告者

　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　電話番号　　　03－○○○－△△△△

業　　種

電話番号

番
号

管理票の交付枚数
運搬受託者の

許可番号
運搬受託者の
氏名又は名称 運搬先の住所

処分受託者の
許可番号

処分受託者の
氏名又は名称 処分場所の住所

1 10 1276・・・・・・・ ▽▽商店（有）
兵庫県明石市△
△町××

2 0286・・・・・・・ （有）□□興業
岡山県〇〇市△
△町××

0339・・・・・・・ ㈱○○産業

3

4

備考

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（2019年度）

　　2020年　6月　10日

　住　所　　　　　東京都○○××

　氏　名　　　　　株式会社　△△運輸業　代表取締役　東京　太郎

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき、2019 年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 　株式会社　△△運輸業　明石支店 44　道路貨物運送業

事業場の所在地
〒○○○－○○○○
兵庫県明石市○○町×× 　TEL　078-○○○-△△△△

産業廃棄物の種類 排出量（ｔ）

7426　汚泥(有害) 20

７　区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

１　この報告書は、前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。

２　同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

３　産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。
４　業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

５　運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、
　各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

６　処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。

 

 

記入例４ 区間を区切って２社以上の収集運搬業者に委託した場合 

積替保管を行い、運搬業者が２社の場合は、 

２段書きで記入してください。 

積替保管を行う場所を記入してください。 



[別表１]日本標準産業分類一覧(平成25年10月改定)

※平成25年10月に日本標準産業分類が改定され、平成26年4月1日から施行しています。
(中分類に変更はありません。)

大分類 中分類(業種区分)
01　農業
02　林業
03　漁業（水産養殖業を除く）
04　水産養殖業

Ｃ　鉱業，採石業，砂利採取業 05　鉱業,採石業,砂利採取業
06　総合工事業　
07 職別工事業（設備工事業を除く）
08 設備工事業
09 食料品製造業　　　
10 飲料・たばこ・飼料製造業
11 繊維工業
12 木材・木製品製造業（家具を除く）
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業
16 化学工業
17 石油製品・石炭製品製造業
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）
19 ゴム製品製造業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業
22 鉄鋼業
23 非鉄金属製造業
24 金属製品製造業
25 はん用機械器具製造業
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電子機械器具製造業
30 情報通信機械器具製造業
31 輸送用機械器具製造業
32 その他の製造業
33 電気業
34 ガス業
35 熱供給業
36 水道業
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット附随サービス業
41 映像・音声・文字情報製作業
42 鉄道業
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業
45 水運業
46 航空運輸業
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業（信書便事業を含む）
50 各種商品卸売業
51 繊維・衣服等卸売業
52 飲食料品卸売業
53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業
54 機械器具卸売業
55 その他の卸売業

Ａ　農業，林業

Ｂ　漁業

D　建設業

Ｅ　製造業

Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業

Ｇ　情報通信業

Ｈ　運輸業，郵便業

Ｉ　卸売業，小売業



大分類 中分類(業種区分)
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
61 無店舗小売業
62 銀行業
63 協同組織金融業
64 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関
65 金融商品取引業,商品先物取引業
66 補助的金融業等
67 保険業（保険媒介代理業,保険サービス業を含む）
68 不動産取引業
69 不動産賃貸業・管理業
70 物品賃貸業
71 学術・開発研究機関
72 専門サービス業（他に分類されないもの）
73 広告業
74 技術サービス業（他に分類されないもの）
75 宿泊業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業
80 娯楽業
81 学校教育
82 その他の教育,学習支援業
83 医療業
84 保健衛生
85 社会保険・社会福祉・介護事業
86 郵便局
87 協同組合（他に分類されないもの）
88 廃棄物処理業
89 自動車整備業
90 機械等修理業（別掲を除く）
91 職業紹介・労働者派遣業
92 その他の事業サービス業
93 政治・経済・文化団体
94 宗教
95 その他のサービス業
96 外国公務
97 国家公務
98 地方公務

 Ｔ　分類不能の産業 99 分類不能の産業

＊日本標準産業分類の詳細については総務省HPで確認して下さい。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

Ｉ　卸売業，小売業

Ｊ　金融業，保険業

Ｋ　不動産業，物品賃貸業

Ｌ　学術研究，専門・技術サービス業

Ｓ　公務（他に分類されるものを除く） 

Ｍ　宿泊業，飲食サービス業

Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業

Ｏ　教育，学習支援業

Ｐ　医療，福祉

Ｑ　複合サービス事業

Ｒ　サービス業（他に分類されないもの） 



[別表２]　産業廃棄物分類表



[別表３]　特別管理産業廃棄物分類表



[ 別表４] 産業廃棄物等の種類と体積( )から重量(ｔ)への換算係数(参考値) 

 

産業廃棄物の種類 換算係数(t/ ) 産業廃棄物の種類 換算係数(t/ ) 

燃え殻 1.14 管理型混合廃棄物 0.26 

汚泥 1.10 安定型混合廃棄物 0.26 

廃油 0.90 建設混合廃棄物 0.26 

廃酸 1.25 廃電気機械器具 1.00 

廃アルカリ 1.13 廃電池類 1.00 

廃プラスチック類 0.35 特別管理産業廃棄物の種類 換算係数(t/ ) 

紙くず 0.30 引火性廃油 0.90 

木くず 0.55 引火性廃油(有害) 0.90 

繊維くず 0.12 汚泥(有害) 1.10 

動植物性残渣 1.00 強酸 1.25 

動物系固形不要物 1.00 強酸(有害) 1.25 

ゴムくず 0.52 強アルカリ 1.13 

金属くず 1.13 強アルカリ(有害) 1.13 

ガラスくず、 

コンクリートくず及び

陶磁器くず 

1.00  
感染性廃棄物 

 
0.30 

鉱さい 1.93 廃 PCB 等 1.00 

がれき類 1.48 PCB 汚染物 1.00 

がれき類 
(石綿含有産業廃棄物) 

1.48 PCB 処理物  1.00 

動物のふん尿 1.00 鉱さい(有害) 1.93 

動物の死体 1.00 廃石綿等 0.30 

ばいじん 1.26 ばいじん(有害) 1.26 

13 号廃棄物 1.00 燃え殻(有害) 1.14 

 

 上記の換算係数は、環境省通知(平成 18 年 12 月 27 日環廃産廃第 061227006 号)

及び(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの数値を参考としています。 

 換算仕方 

 

廃棄物の重量(t)=廃棄物の容積( )×廃棄物の換算係数(t/ ) 

廃棄物の重量(kg)=廃棄物の容積( )×廃棄物の換算係数(t/ ) 

 

(１t=1000kg)(１kg＝0.001t) 

 


